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ライオンズクラブ国際協会理事会は、クラブ存続のために必要なあらゆる手段が事前に講じられることを確認するた
め、2ページ目に記載されているレオクラブ解散手続きの方針を採択しました。この報告フォームには、現行年度のライオ
ンズクラブ会長およびライオンズクラブ幹事が必要事項をもれなく記入する必要があります。署名のない報告書は受け
付けられませんのでご注意ください。国際協会に会計年度10月31日までに解散報告書が受理された場合にのみ、レオ
納入金が口座に貸方記帳される形でスポンサーのライオンズクラブに返済されます。 

   
解散するレオクラブ

   
解散理由

   
スポンサーのライオンズクラブ名

   
ライオンズクラブ番号      国

   
ライオンズクラブの現会長氏名

   
ライオンズクラブの現幹事氏名 

1. レオクラブは解散を決定するための投票を行いましたか？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ
2. スポンサー・ライオンズクラブの過半数はレオクラブの解散について賛成ですか？  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ
3. この解散について、レオクラブもスポンサー・ライオンズクラブも合意していますか？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ
4. スポンサー・ライオンズクラブはレオクラブの同意を得ずにクラブを解散させようとしていますか？ . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ
5. 質問4への答えが「はい」の場合、裏面の手続きに従って決定しましたか？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ
    *レオクラブが活動していない場合は回答不要
6. 地区役員（いる場合には地区／複合地区レオクラブ委員長を含む）は、解散に至ったこの問題の解決のため、相談を受けましたか？  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ
7. ライオンズクラブがスポンサーを継続できなくなった場合、レオクラブは新たにスポンサーとなりうる別のライオンズクラブについて

検討しましたか？ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   はい     いいえ

以下に署名することにより、裏面に説明されている手続きに従ったことを証明するとともに、上記名称のレオクラブを解
散する決定について認知します。

現ライオンズクラブ会長署名

現ライオンズクラブ幹事署名 
 
必要事項がすべて記入された報告書を、以下のいずれかの方法でご提出ください。
Eメール: leo@lionsclubs.org  郵送： 
    Young Lions and Leos Department（若手ライオン及びレオ課） 
    300 W. 22nd Street, Oak Brook, IL 60523-8842 USA 

レオクラブ
解散報告フォーム

mailto:leo%40lionsclubs.org


レオクラブ解散に関する方針
理事会方針書第22章より抜粋 

レオクラブ解散手続き 

レオクラブを正式に解散する場合、スポンサー・ライオンズクラブは以下の手続きに従わなければならない：

1.スポンサー ・ ライオンズクラブがレオクラブの解散を検討している場合には、その事実を当該ライオンズクラブの例会で会員に
示さなければならない。グッドスタンディングの会員のうち単純多数がスポンサーを取りやめることに賛成した場合、当該ライ
オンズクラブはレオクラブ解散報告書を国際本部のレオクラブ・プログラム課に提出する。国際本部は解散報告書を受理した
のち、レオクラブの解散手続きを行う。

2.  スポンサー・ライオンズクラブの役員は、地区ガバナーに対し、レオクラブのスポンサー取りやめの意図を知らせる文書を、スポ
ンサー・ライオンズクラブが投票を行う最低30日前までに提出しなければならない。

3.  レオクラブは次のいずれかにより解散される：

a. その会員による決定、又は
b. スポンサー・ライオンズクラブによるスポンサーの取消し、又は
c. スポンサー・ライオンズクラブの同意又は承認の有無にかかわらず、会則に従った運営が行われていないことその他を理由と

した、ライオンズクラブ国際協会による認証の取消し。

レオクラブの存続を検討する際のガイドライン

ライオンズクラブがレオクラブ会員の同意がないにもかかわらずレオクラブを解散する場合、ライオンズクラブは、書面に
よる解散の理由を添えて90日前にレオクラブに通知を行う。この文書の写しは、下記の役員にも送られなければならな
い。

a. レオクラブ顧問
b. 地区レオクラブ委員長
c.  複合地区レオクラブ委員長（該当する場合）
d. レオ地区会長又は地区レオクラブ委員長補佐（該当する場合）
e. レオ複合地区会長（該当する場合）
f.   地区ガバナー

スポンサー・ライオンズクラブの理事会は上記役員に対し、事情を理解し、同理事会と協議する機会を与えなければなら
ない。ライオンズ地区キャビネットは、この件を検討するにあたり、レオ地区会長、地区レオクラブ委員長補佐、又はレオ複
合地区会長（該当する場合）に事情を説明する又は書面による説明を提出する機会を与えなければならない。

地区役員が調整にあたっても、90日以内に問題が解決しない場合には、この件はライオンズクラブ会員の例会で討議さ
れる。ライオンズクラブの3分の2にあたるグッドスタンディングの会員がレオクラブのスポンサー取りやめを票決した場
合、スポンサー・ライオンズクラブは解散報告書（Leo-86)を国際協会に提出し、その写しを上記役員に送る。国際本部は
解散書を受理したのち、レオクラブの解散手続きを行う。

レオ納入金の返済について

レオクラブが解散した場合、スポンサー・ライオンズクラブにより提出された署名付きのレオクラブ解散報告書が国際本
部の若手ライオン及びレオ課に10月31日までに受理された場合にのみ、納入金が口座に貸方記帳される形で返済され
ます。返済記帳されるのは、現行会計年度分だけです。
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